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BEPS行動計画 10： 

OECDによる移転価格ガイド

ラインの低付加価値グループ

内役務提供に関する改訂案の

公表 
 

「税源浸食と利益移転」（以下“BEPS”）プロジェクトの一環とし

て、OECDは 2014年 11月 3日に、BEPS行動計画 10に関するディスカ

ッションドラフトを公表した。ディスカッションドラフトは、低付加価

値グループ内役務提供に係る簡易的な移転価格算定方法について提案す

るものであり、OECD移転価格ガイドラインの第 7章の改訂につながる

ものである。この提案は、特に発展途上国における、過大なマネジメン

トフィーおよび本部費の支払による税源浸食を防止することを意図した

ものである。選択適用が可能な簡易的な移転価格算定方法は、独立企業

間価格と役務コストが密接に関連することを認め、グループ内における

統一的な配賦方法に基づいて、各種のグループ内役務提供に係るコスト

を、その役務によって便益を受けるグループ内の各企業に配賦し、かつ

コストに若干のマークアップを加算するというものである。 

 

他の BEPS 行動計画のディスカッションドラフトと同様に、上記のディ
スカッションドラフトは G20/OECD 加盟国の総意を表すものではな
く、パブリックコメントを募集するための提案を提示するものである。
（コメント募集の期限は 2015年 1月 14日である。） 

 

ディスカッションドラフトにおいては、以下の事項が検討されている。 

 

定義：低付加価値グループ内役務提供は補助的な性質を有し、グループ
における中核的な事業に関わるものでも、何らかの無形資産を使用また
は創造するものでもなく、重要なリスクに関わるものでもない。ディス
カッションドラフトでは事例を挙げて、これに該当する役務と該当しな
い役務について説明している。また、判別が難しい役務の場合は、特定
の事実に基づく機能分析を行う必要があるとしている。 

 

独立取引原則に従った対価の算定：簡易的な移転価格算定方法を選択し
たグループは毎年、グループ内のメンバー企業に提供された各種の低付
加価値サービスの総コスト（即ち、コストプール）を集計する必要があ
る。サービスを提供する企業のみに便益のある活動（現行の移転価格ガ
イドラインによれば、持株会社の行う株主活動が含まれる）に係るコス
トはコストプールの中から控除すべきである。また、ある特定のメンバ 
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ー企業に対してのみ提供されるサービスに係るコストもコストプールから控除すべきである。そのようなサービスのコ
ストおよびマークアップは特定のメンバー企業に直接請求すればよいからである。 

 

次のステップは、サービスの性質に応じて選んだ配賦方法により、グループのメンバー企業にコストプールのコストを
配賦することである。その配賦方法は一貫性を持ったものでなければならない。即ち、同じ種類の低付加価値サービス
に対しては、同じ配賦方法をグループ全体に用いるべきである。また、合理的な変更理由がない限り、同じ配賦方法を
毎年適用しなければならない。 

 

ディスカッションドラフトは、サービスの種類にかかわらず、すべての低付加価値サービスに対して同一のマークアッ
プ率を適用すべきであるとして、関連コストの 2%から 5%のマークアップ率とすることを提案している。 

 

サービス費に係る裏付け資料：通常、グループのメンバー企業に対し、商業的地位を高め、或いは維持するための経済
的または商業的価値を提供した場合に、グループ内役務提供の対価を支払う義務が生じる。ディスカッションドラフト
では、低付加価値サービスは、その提供を受けたすべての者に便益をもたらす可能性があるが、サービスの提供を受け

た者が、独立の第三者から提供されるサービスに対して対価を支払い、或いは自らそのサービスを実施する意思がある
か否かを証明することは難しいと指摘している。ディスカッションドラフトにおいては、税務局がサービスの種類のみ
に基づいて受益者を判断する簡易的な受益者テストが勧められている。ディスカッションドラフトによれば、サービス
の種類を説明した年間のインボイスがあれば、サービス費の合理性を裏付けるのに十分であり、通信記録または個別の
サービスに関するその他の証拠は必要とされない。なお、準備すべき資料には以下のものも含まれる。 

 

 そのサービスが上述の定義に当てはまる理由および各種サービスによる予測収益 

 配賦方法の詳細およびその合理性の説明並びにマークアップ率の確定 

 コストプールの確定および配賦方法の運用に関する計算過程 

 

コメントおよびグループ企業が考慮すべき次のステップ 

 

低付加価値サービスに関する簡易的な移転価格算定方法は一部の企業グループにとって有益なものと言える。多くの場

合、広範な管轄区域にわたる少額のサービス費をサポートする十分な証拠を提供することは困難であり、コストもかか
るうえ、二重課税も生じる可能性がある。また、簡易的な移転価格算定方法は、資源の限られた税務局が適正なマーク
アップ率を検討する際にも役立つ。しかしながら、ディスカッションドラフトでは、ある重要な問題についての議論を
していない。それは、コストの高い先進国からコストの低い発展途上国にサービスを提供する場合に、発展途上国で比
較対象となるサービスのデータを得て、先進国でのコストとの差異を検証することができない可能性があるということ
である。この問題については、今後も争点となるであろう。 

 

ディスカッションドラフトにおいて提示された 2%から 5%までのマークアップ率は、類似の低付加価値サービスに対す
る欧州連合の共同移転価格フォーラムのガイドラインで示されたマークアップ率（欧州委員会が承認）を下回り、かつ
幅も狭い。後者では、状況に応じて、マークアップ率は 3%から 10%としている。 

 

企業グループが簡易的な移転価格算定方法を採用する場合、当該方法をグローバルベースで一貫して適用する必要があ
る。このことは次のことを意味する。即ち、1）特に現状では地域ごとにコストの集計およびサービス費の配賦を行って
いる場合に、より広範に調整を図ることが必要になること、2）当該方法を採用した年度において、適切なコストプール

および配賦方法を確立し、その裏付け資料を準備するために、追加的なコンプライアンスコストが生じるということ。 

 

OECD モデル条約に基づく租税条約を有する国家は、移転価格ガイドラインが改訂されれば、低付加価値グループ内役
務提供に係る簡易的な移転価格算定方法に関する提案を実行できるであろうが、その他の国家（特に OECD 非加盟国）
がその提案を実際に受け入れるか否かはまだわからない。 

 

グループ内役務提供に対する中国国家税務総局の見解 

 

最近、中国の国家税務総局は益々グループ内におけるサービス費の受払に注目するようになっている。国家税務総局の
グループ内役務提供に対する最新の見解は、国連租税委員会に提出した意見書、税務当局の官員が提起した「6つのテス
ト」（受益者テスト、需要者テスト、重複性テスト、価値創造テスト、補償性テスト、真実性テスト）1および『高額費
用の対外支払に対する租税回避防止調査に関する通知』（税総弁発[2014]146 号、以下「146 号通達」）等に反映されて
いる。 

 

国家税務総局はグループ内役務提供に対して OECD が提起した枠組みに基本的には同意しており、「6 つのテスト」の
うちの一部（例えば、受益者テスト、重複性テスト）も OECD のアプローチと基本的には一致しているが、その他のテ
ストは OECD のアプローチよりも厳しいものと言える。例えば、サービスを受ける必要性は中国現地会社のコアとなる
機能および特性に見合ったものであること（需要者テスト）、サービス費の受取側がその他の関連者間取引によりすで
に補償を受けていないこと（補償性テスト）などがある。また、受益者テストに関する国家税務総局の解釈では、“役
務を提供する側と提供を受ける側の双方の観点から分析を行う必要がある”ということを強調している。前述したよう

                                                
1
 2014年の国際税務研修会において、国家税務総局国際税務司司長（廖体忠）が提起したものである。 



に、このような見方は、役務提供取引の当事者双方の所在地におけるコストの差異についての争議をもたらす可能性が
ある。また、OECD の枠組みにおいて提案されている裏付け資料が国家税務総局の真実性およびその検証に関する要求
を満たすものであるか否かという点についても注目すべきである。 

 

国家税務総局はグループ内役務提供について、“セーフハーバー”となるマークアップ率の幅を設定していないことか
ら、OECD が提案している“セーフハーバー”となる 2%から 5%までのマークアップ率の幅を国家税務総局が受け入れ
るか否かもまだ定かではない。 

 

中国大陸におけるその他の実務問題 

 

多くの多国籍企業グループの中国子会社が国外の関連者にサービス費を支払っているが、多くの場合、間接的な方法で
サービス費が算定される（例えば、サービスの提供側が売上高または人数等に基づいて、中国子会社にサービス費を配
賦する）。理論上は、合理的な方法に基づいたサービス費の配賦は中国においても認められるべきであるが、実務上、
一部の税務局は間接的な方法よりも直接的にサービス費を算定する方法を好む傾向にある。間接的な方法を採用する場

合、納税者は各レベルでの費用の配賦に関わる裏付け資料や説明の提出を要求される可能性があるが、多国籍企業グル
ープの中国子会社がそのような情報を十分に入手することは難しい場合も多い。そのため、中国子会社がグローバルの
配賦モデルに基づき、国外の関連者にサービス費を支払う際に困難が生じることも珍しくない。 

 

146号通達の発布により、国家税務総局は各地の税務機関に対し、多国籍企業グループの中国子会社による高額なサービ
ス費の対外支払に対する調査を行い、租税回避の疑いのある会社に対しては正式な移転価格調査を行うように指示を出
した。実務において、我々が把握しているところでは、一部の税務局はすでに納税者の情報やデータに基づく内部スク

リーニングシステムを立ち上げ、定量的な指標を用いて潜在的な調査対象の選定を行っている。 

 

以上を踏まえ、国外の関連者にグループ内役務提供に係るサービス費を支払っている中国の納税者企業は、OECD の観
点および中国現地における要求と実務も考慮する形で、サービス費の支払状況をレビューする必要がある。 
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